
老朽・低未利用不動産の改修等にリスクマネーを供給する事業（Re-Seed 事業）を行う Re-
Seed 機構は、TCFD 提言に賛同するとともに、TCFD コンソーシアムに入会し、Re-Seed 事業に
おける効果的な気候関連の情報開示のあり方や、投資判断に際しての気候関連情報の活用方
法等について検討することになりました。 
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Re-Seed 機構 TCFD 提言への賛同表明 
～気候変動関連の情報開示により、ESG 投資のさらなる促進へ～ 

 

 
 

 
 

○ 耐震・環境不動産形成促進事業（Re-Seed 事業）は、老朽・低未利用不動産について、国が
民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、民間の資金やノウハウを活用して、耐震・
環境性能を有する良質な不動産の形成を促進するものです。 

 
○ 今般、Re-Seed 事業の基金設置法人である Re-Seed 機構（一般社団法人 環境不動産普

及促進機構）は、12 月 2 日（月）に TCFD 提言（※１）に賛同の意を表明するとともに、本
日 TCFD コンソーシアム（※２）に入会いたしました。 

 
○ 今後、Re-Seed 事業における効果的な気候関連の情報開示のあり方や、投資判断における気

候関連情報の適切な活用方法等について検討することとしており、これらにより、これまで以上に
ESG（環境・社会・ガバナンス）に配慮した投資がなされることが期待されます。 

 
 

※１ TCFD 提言とは 
G20 財務大臣・中央銀行総裁会議の意向を受け、FSB（金融安定理事会）の下に設置された TCFD

（気候関連財務情報開示タスクフォース）において、2017 年６月に公表された提言。企業に対し、年次の財
務報告において、気候関連の情報開示を推奨している。 

 
※２ TCFD コンソーシアムとは 

企業の効果的な気候関連の情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための
取り組みについて議論を行うため、2019 年５月 27 日に設立。TCFD 提言に賛同する企業、機関で構成され
ている。 
 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 
 土地・建設産業局不動産市場整備課 千葉、鶴岡 

TEL：03-5253-8111（内線 25132、25154）直通：03-5253-8289 FAX：03-5253-1579 
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